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公
共
置
駿
即
ち
國
家
の
撫
念

菖
六

公
・
共
團
騰
即
ち
國
家
の
概
念

山
崎
又
次
郎

　
既
に
述
ぺ
だ
嫌
に
、
政
泊
學
な
る
も
の
が
公
共
團
饅
即
ち
國
家
ヒ
鮒
照
ε
す
る
も
の
で
あ
る

か
ら
し
て
、
私
共
は
先
づ
第
輔
に
公
共
團
饅
即
ち
國
家
な
る
も
の
が
如
何
な
る
も
の
で
あ
る
か
、

換
言
す
れ
ぱ
公
共
團
膿
即
ち
國
家
の
概
念
（
穿
o
q
識
3
を
會
響
し
、
面
し
て
之
が
定
義
を
下
さ
な
け

れ
ぱ
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
葦
し
公
共
團
膣
耶
ち
國
家
の
概
念
は
時
及
ぴ
揚
所
に
從
つ
て
自

ら
異
な
つ
て
居
る
。
而
し
て
其
擶
念
の
相
異
に
因
つ
て
、
政
治
學
の
研
究
的
範
園
も
亦
自
ら
相

異
す
る
ε
云
ふ
ヒ
ε
は
、
實
に
已
む
を
得
な
い
次
第
で
あ
る
。

　
一
般
に
古
代
に
於
て
は
、
公
共
團
盤
即
ち
國
家
ε
云
へ
ば
血
鱗
的
團
謹
で
あ
つ
ね
。
既
謂
、
種

族
的
或
は
氏
族
的
團
謹
で
あ
つ
た
ω
。
而
し
で
近
世
に
於
け
る
が
如
き
領
土
的
意
，
味
を
有
せ
な

か
つ
泥
の
で
あ
る
。
何
故
塗
れ
ぱ
、
政
治
的
團
艦
（
ぴ
o
身
宕
髭
α
の
最
も
古
い
基
礎
は
ノ
イ
ン
が

云
つ
た
榛
紅
識
地
方
的
蓮
績
る
9
鶴
8
暮
5
毎
邑
」
非
ず
し
て
き
饗
駐
謝
幣
剛
昌
窪
8
ε
に
在
つ

た
か
ら
で
あ
る
①
。
從
つ
て
外
來
人
は
此
等
の
政
治
的
團
髄
に
於
て
原
則
繧
し
て
俳
斥
せ
ら
れ



た
の
で
あ
る
。
古
代
希
臓
人
が
．
粛
秋
（
盈
島
竜
＆
な
る
名
稔
の
下
に
彼
等
を
蔑
覗
し
泥
る
こ
と

も
④
、
叉
羅
馬
人
の
所
謂
、
客
人
冒
馨
協
及
ぴ
敵
人
曾
8
量
－
な
る
言
葉
が
其
語
源
を
圃
じ
う

し
た
る

こ
ε
も
①
、
更
に
叉
我
國
の
古
代
に
於
て
部
曲
（
「
ε
も
5
叉
畦
む
れ
」
｝
或
は
賎
民
な
る
階
級
の
存
在

し
た
る
こ
と
も
⑤
皆
之
を
謹
明
す
る
も
の
で
あ
る
。
而
し
て
此
等
の
血
属
的
關
係
を
有
し
て

居
な
い
所
の
者
は
殆
ど
其
政
治
的
團
彊
の
部
員
と
し
て
取
り
扱
は
れ
な
ψ
で
．
而
も
奴
隷
》
．
し

て
取
り
扱
は
れ
た
の
で
あ
る
。

　
　
　
ω
　
我
圃
の
所
謂
『
氏
」
（
う
ぢ
な
る
雷
葉
に
内
（
う
ち
）
、
生
筋
（
う
み
す
ぢ
）
、
叉
に
生
地
（
．
，
み
ぢ
）
の
意
味
で

　
　
あ
つ
て
、
何
れ
も
血
族
的
關
係
な
表
し
れ
る
冒
葉
で
あ
る
。

　
　
　
働
　
旨
稗
冒
9
一
一
砿
》
5
『
夏
ピ
暫
～
9
ε
・
く
・

　
　
　
③
、
ざ
豊
§
こ
．
誉
“
ミ
q
ぜ
藁
Σ
ぎ
り
る
ミ
＆
、
ざ
も
管
δ
、
敏
詔
、
鳳
憲
ぎ
セ
・
＆
誌
ミ
暑
§
さ
魅

　
　
亀
勅
9
聖
崩
龍
書
馬
㌔
局
鶴
『
剛
琶
。
u
り
H
讐
蔭
。
句
一
一
騨
一
5
卜
耳
羅
姐
悔
ぎ
。
。
，
。
一
・

　
　
　
㈹
　
肇
邑
一
窟
8
輔
ρ
、
μ
さ
一
三
〇
『
2
葛
…
匙
卜
騨
｛
m
鼠
0
5
ρ
o
彗
o
『
伽
暑
げ
縁
O
一
露
8
”
且
一
｛
婁
房
（
ぢ
買
γ
男
℃
6
讐
寧
聴
5
・

　
　
　
⑤
　
霜
田
徳
嵩
、
日
本
経
濟
史
論
（
菰
西
由
藏
鐸
）
，
二
十
二
更
。
　
竹
越
興
三
耶
、
日
本
纏
濟
史
、
第
”
麿
、

　
　
盤
即
穴
童
・
」
日
ふ
．
五
頁
O

　
そ
こ
で
　
－
治
製
に
盛
講
ば
書
瞳
朗
考
國
家
な
る
も
の
は
血
属
的
關

係
　
　
　
　
　
月
σ
　
　
　
　
　
醗
で
　
　
　
　
　
　
．
　
竈
　
を
＆
評
ら
ε
呼
ん
だ
の
で
あ
る
。
　
苺
隻
飛

な
る
雷
葉
は
都
市
の
意
味
で
あ
つ
て
、
秘
共
の
厨
謂
、
都
市
國
家
で
あ
る
。
稜
等
に
於
て
は
、
鵜
逸

　
　
　
公
襲
麗
骸
即
ち
固
家
の
権
念
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
巌



　
　
　
公
共
嘱
胞
距
ち
圃
崖
叩
の
撫
念
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
蕊
八

語
9
馴
邑
寮
暮
叉
は
霊
警
冨
馨
麟
暮
と
云
つ
把
標
な
る
．
近
代
的
の
領
土
的
或
は
地
方
的
國
家
は
全

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
き
ゴ
き
ヂ
オ
ミ
き
ソ

然
了
解
せ
ら
れ
な
い
で
、
徹
頭
徹
尾
、
都
市
的
観
念
を
脱
せ
な
か
つ
ね
①
。
從
つ
て
希
臓
人
の
測
睡

し
泥
る
政
治
學
は
都
　
國
家
の
範
園
を
　
　
な
き
，
あ
る
。
同
、
欄
脳
し
て
羅
轟
入
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
セ
ら
さ
し
ラ

於
て
慰
亦
．
公
共
團
誰
即
ち
國
家
は
都
嚇
署
、
彼
等
は
之
を
6
榊
簿
霧
或
は
奮
讐
瑳
霧
と
呼

ん
だ
。
而
し
て
。
三
馨
ピ
云
ふ
言
葉
は
丁
度
．
希
臓
語
の
ま
鳶
に
相
嘗
す
る
も
の
で
あ
つ
て
、
宿

民
の
團
盟
を
意
味
す
る
が
、
講
讐
霞
参
は
之
を
客
観
的
に
観
た
も
の
で
あ
つ
て
、
市
民
の
共
有
物

な
る
意
味
を
有
す
る
も
の
で
あ
る
“
ゆ
、
從
つ
て
其
意
味
は
前
者
よ
り
も
更
に
廣
汎
に
し
て
、
市
民
、

及
び
市
民
の
幸
顧
を
も
亦
意
味
す
る
の
で
あ
る
。
希
騰
語
に
於
て
は
丁
度
融
§
虻
讐
に
相
當
す

る
も
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
羅
馬
人
が
公
共
團
饅
即
ち
國
家
ε
云
へ
ぱ
、
そ
れ
は
羅
馬
の
都
市
の

こ
と
で
あ
つ
て
、
此
都
市
の
属
領
陀
る
に
題
ぎ
な
か
つ
た
所
の
伊
太
利
、
及
び
其
他
の
領
土
を
云

は
な
い
の
で
あ
る
。
恰
も
希
臆
人
の
組
國
曾
ミ
黛
α
が
希
騰
で
な
く
し
て
亜
典
で
あ
つ
た
檬
に
、

彼
等
に
於
て
も
亦
．
其
祀
國
な
跨
旦
は
伊
太
利
及
び
其
，
他
の
領
土
で
は
な
く
し
て
、
實
に
羅
馬
の

都
市
其
者
で
あ
つ
た
の
で
あ
る
。
乍
併
，
羅
馬
人
は
希
臓
人
の
如
く
都
市
的
観
念
を
固
執
せ
な

か
つ
セ
。
蓋
し
彼
等
は
元
來
、
商
業
的
國
民
よ
◎
も
寧
ろ
農
業
的
國
民
で
あ
つ
た
。
而
し
て
彼

等
の
鼓
治
的
生
活
の
根
概
は
都
市
國
家
に
雰
ず
し
て
、
依
然
と
し
て
氏
族
酌
或
は
種
族
的
團
盤



で
あ
つ
た
の
で
あ
る
。
都
市
は
唯
彼
等
の
城
砦
た
り
、
市
場
た
る
に
外
な
ら
な
か
つ
舟
の
で
あ

る
。
從
つ
て
古
代
伊
太
利
の
都
市
は
希
脇
都
市
に
於
け
る
が
檬
に
個
々
濁
立
す
る
こ
ε
な
く
、

其
當
初
か
ら
互
に
聯
合
す
る
傾
向
を
有
し
て
居
つ
た
。
而
し
て
、
警
引
都
，
ゼ

共
に
、
纂
市
．
　
．
　
禦
國
暴
に
至
つ
た
の
で
あ
る
③
。
斯
の
如
く
に
し

て
羅
典
都
市
の
観
念
は
一
種
特
別
な
る
登
達
を
爲
し
π
。
羅
馬
の
都
市
は
實
に
羅
馬
帝
國
の

中
心
ε
爲
つ
て
之
を
支
配
し
、
而
し
て
之
に
地
方
的
な
る
よ
り
も
寧
ろ
都
市
的
な
る
色
彩
を
興

へ
た
の
・
で
あ
る
o
。
そ
こ
で
羅
馬
に
於
て
は
希
臓
の
如
き
都
市
國
家
の
観
念
駿
達
せ
な
い
で
、

軍
に
羅
馬
市
民
権
を
有
す
る
所
の
「
特
櫨
者
ノ
同
種
的
團
燈
』
宣
ぎ
ヨ
β
窪
8
扇
慧
鴇
亀
唱
き
剛
一
お
缶

隔
謡
9
品
た
屯
世
界
的
帝
國
』
（
言
ヌ
皆
臼
ヨ
…
＆
の
観
念
が
現
れ
π
の
で
あ
る
。
而
し
て
此
『
世
界
凶

帝
國
』
の
親
慣
念
は
漠
然
ピ
し
て
、
憩
醜
羅
馬
帝
國
ε
云
ふ
名
穆
の
下
に
，
久
し
風
激
洲
政
治
の
根
底

に
於
て
存
績
し
泥
の
で
あ
る
。
　
の
み
な
ら
す
．
今
日
罵
ゐ
ら
れ
て
居
る
英
、
佛
語
の
窪
℃
ぎ
及
び

伊
太
利
語
の
冒
箸
き
は
、
何
れ
も
皆
羅
典
語
の
ぎ
ヌ
誉
旨
に
由
漿
し
て
居
る
Φ
で
あ
る
。
　
蓋
し

ぎ
饗
誉
B
な
る
言
葉
は
元
來
、
國
家
的
穫
力
な
る
意
味
を
有
す
る
も
の
で
あ
つ
泥
け
れ
ど
も
、
ア

ウ
グ
ス
ツ
ス
以
後
『
帝
國
鞠
な
る
意
味
を
も
亦
翻
味
せ
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
乍
併
．
羅
馬
帝
園
は
．

上
に
遽
礎
柁
榛
に
、
羅
馬
都
市
の
帝
國
で
あ
つ
陀
。
面
し
て
其
基
礎
が
依
然
ε
し
て
氏
族
的
或

　
　
　
　
公
共
購
竈
灘
ち
置
家
の
撫
念
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
蕊
轟



　
　
　
　
公
共
踊
盟
即
ち
廼
蒙
の
概
念
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
圃
σ

は
種
族
的
團
畦
で
あ
つ
て
》
周
列
贋
鐵
傾
ら
ノ
垣
　
鴻

　
・
導
養
℃
9
璽
窃
で
　
■
　
　
　
　
お
入
今
日
、
私
共
の
筋
謂
．
帝
國
塗
る
も
の
は
決
し
て
斯
の

如
き
も
の
で
は
な
い
。
例
へ
ぱ
、
私
共
が
英
帝
國
ε
云
ふ
時
に
は
、
そ
れ
は
決
し
て
倫
敦
と
云
ム

都
市
の
帝
國
を
意
味
せ
な
い
。
そ
れ
は
都
市
的
な
る
よ
り
も
鰯
ろ
地
方
的
で
あ
る
。
而
し
て

帝
國
の
基
礎
は
氏
族
ヌ
は
種
族
に
非
す
し
て
、
ア
ソ
グ
・
ダ
ク
ソ
ソ
な
る
民
族
で
あ
る
。
要
ず

る
に
古
．
代
希
臓
及
び
羅
馬
の
公
共
團
膿
即
ち
國
家
に
封
す
る
概
念
は
軌
れ
も
民
族
的
或
は
種

族
的
團
燈
が
ら
出
駿
し
て
、
一
方
は
其
家
長
主
義
（
饗
弐
巽
魯
巴
覧
鷺
乾
ゆ
呂
を
極
端
に
固
執
し
て
都
市

國
家
と
爲
り
．
他
方
は
之
を
途
中
で
放
棄
し
、
否
之
を
痩
形
せ
し
め
て
都
市
的
色
彩
を
有
す
る
所

の
『
世
界
的
帝
國
』
と
爲
つ
た
の
で
あ
る
。

　
　
　
⑥
　
へ
馳
器
鳶
乾
＆
達
㎏
奮
長
轡
き
馬
ミ
＆
禽
嫡
舞
鳴
ミ
リ
＆
鳶
朝
専
堕
註
軌
慌
岬
o
＆
籍
隷
箋
り
＆
q
＆
触
禽
奮
貯
」

　
　
紳
野
。
盈
紳
弩
も
§
嵐
適
ヤ
甑
》
＆
唱
3
）
へ
曽
轡
⑩
§
ざ
＆
ざ
彫
嫡
亀
㌫
窺
マ
㍉
卜
門
剛
『
齢
な
菖
面
』
。
蓑
。
u
レ
・
騨
幅
。
。
憎
曾
。
～
§

　
　
費
知
慧
鐸
噸
鳶
｝
飛
発
嘗
量
裁
ミ
＆
お
＆
慣
母
＆
り
（
噸
歌
注
詳
＆
ぶ
裏
醗
）
も
留
警
慧
奉
マ
警
頼
ヤ
曾
慧
｛

　
　
㌃
マ
響
奥
欝
馬
駐
＆
碁
き
“
3
無
踊
唱
伽
ミ
。
へ
｝
艶
』
、
＆
ま
鳶
ひ
馨
鳶
蜘
ぎ
『
曽
＆
恵
》
ミ
罫
骨
撃
量
藷

　
　
N
智
α
鳶
舞
嶺
昇
翫
§
d
＆
裁
ミ
魯
器
喪
ぎ
讐
3
り
蔦
慧
ミ
5
心
丼
愚
ミ
ヘ
専
麹
韓
暑
遷
へ
”
I
H
y
≦
一
峯
櫓
貸

　
　
　
の
　
、
、
国
答
誘
讐
葛
雷
奮
唱
℃
急
モ
。
讐
一
島
艶
器
ヨ
ぎ
9
呂
富
ぎ
昆
窪
ヨ
§
一
5
健
虜
5
冒
a
。
8
畠
躍
磐
、
♂
器
島
8
。
蕊

　
　
目
芦
犀
．
＆
曇
堕
ぎ
議
8
塁
9
貿
9
8
目
厨
昌
川
o
話
躍
箪
帥
翼
『
鴛
9
畏
奉
．
．
Q
9
8
曽
ご
・
男
名
昌
舞
o
♂
＝
h
．
凶
“
晶
軌
晒
．
6
駒
二
酔
島
｝
2
路
紹
“



8
凝
韓
象
O
℃
名
島
・
：
：
自
悟
昏
躍
3
一
磨
呂
鯨
島
箆
℃
名
島
【
9
婁
・
；
◎
．
1
一
y
『
ド
ポ
墨
　
誘
雪
二
冨
に
悲
ハ
和
國
ε
謬

ぜ
ら
れ
ろ
“
拠
ど
も
、
古
代
の
共
和
園
に
專
制
政
治
で
な
い
限
り
に
、
王
國
か
も
包
含
し
て
居
る
の

で
あ
乙
。
即
ち
英
語
の
3
目
ヨ
9
亀
9
一
或
に
8
旨
舞
曇
胡
＄
一
9
に
相
當
し
て
居
る
の
で
あ
る
。

　
⑤
　
悔
ξ
。
§
9
墨
昆
『
．
繭
ぎ
ぐ
銑
U
も
肖
蕊
、
．
醤
。
簿
二
ご
言
島
量
ぼ
。
晋
＝
婆
目
g
酔
o
＝
ぎ
喝
毘
6
邑
冨
鼠
℃
『
ぢ
一
挿
暫
ぎ

一
一
お
『
o
噌
窪
響
噛
9
島
6
窮
凶
昌
8
ヨ
ヨ
葺
一
3
昏
磯
臣
。
鴨
轟
言
葺
o
δ
鉱
陶
蕊
”
＆
聲
ε
3
量
ぎ
爵
ぎ
葬
＆
ε
一
冨
勢
暮
3
《
一
6
卜
＆
H

誤
噛
“
＃
翼
び
。
9
。
コ
ぎ
器
葦
話
黛
蒙
召
言
黍
三
碇
。
＝
ぎ
鴇
幕
8
瘍
φ
｝
糞
全
ぎ
二
一
馨
（
碧
詔
塁
客
】
毒
ρ
ぎ
。
ぎ
響
買
夷
｝
豪

菖
冨
軌
o
島
昌
曽
ザ
劉
ξ
8
ヨ
3
房
8
ぎ
ぎ
ξ
讐
く
窒
善
矯
ε
一
一
茜
。
ξ
「
8
ぎ
四
器
響
島
置
幽
謂
O
藷
＄
．
．
ー
響
2
鋸
♂
国
り
＞
‘
9
華
饗

這鶴

羅
蜀
〇
一
哉
3
嬉
’
熔
一
ぢ
ρ

　
㈹
　
。
、
塁
o
男
o
ヨ
召
国
8
屈
お
暴
仰
目
告
5
ぢ
呂
品
讐
6
㎎
盆
0
3
ま
＄
胡
窟
島
慧
言
凝
剛
髭
ξ
冒
』
毛
o
民
。
昇
舞
奮
孕
曝
、
皇
望
蔓
」
・

嬬
“
一
詳
ε
q
o
＝
富
ζ
8
『
”
o
ヨ
鐘
国
彗
喜
3
ぐ
〇
一
篇
‘
℃
．
馳
肖
・

　
埆
　
＞
琶
0
5
饗
｝
男
o
ヨ
置
一
、
3
二
＆
菖
詮
互
幕
薮
ぎ
7
噂
。
台
・

　
X

　
田
　
　
私
の
知
れ
る
範
園
に
於
て
に
ヤ
羅
典
語
の
ぎ
箸
誉
5
に
門
帝
國
し
な
る
意
臨
な
附
け
加
へ
糞
る
者

は
＊
ラ
チ
ゥ
ス
及
ぴ
タ
チ
ッ
ス
で
あ
つ
て
、
何
れ
に
し
て
も
ア
ウ
グ
ヌ
ッ
λ
以
後
の
こ
ε
で
あ
る
。

　
　
に
　
　
て
、
近
世
國
家
の
概
念
は
都
市
・
に
　
　
　
て
剣
堀
ガ
婁
で
額
へ

蓋
し
既
に
述
べ
た
る
が
如
く
．
羅
馬
の
『
世
界
的
帝
國
あ
観
念
が
憩
聖
羅
馬
帝
國
な
る
名
欝
の
下

に
、
久
し
く
厭
洲
政
治
の
根
底
を
爲
し
て
居
つ
た
け
れ
ど
も
、
實
際
に
於
て
は
、
莫
問
匿
に
仙
の
新

し
い
政
治
的
観
念
は
萌
芽
し
て
居
つ
た
の
で
あ
る
。
即
ち
、
あ
の
羅
馬
諸
州
に
侵
入
し
泥
所
の

チ
、
書
ト
ン
民
族
は
封
建
制
度
の
根
本
的
關
係
を
駿
達
せ
し
め
、
而
し
て
近
世
國
家
の
墓
礎
ξ
爲

　
　
　
公
典
園
盤
鋤
ち
國
家
の
概
念
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
一



　
　
　
　
公
典
繭
盟
蜘
ち
切
家
の
概
念
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
二

る
礎
．
き
『
民
族
的
存
在
ノ
爾
極
タ
ル
國
王
及
ピ
領
土
ノ
観
念
』
㈹
を
齎
す
に
至
つ
ね
の
で
あ
る
。

近
段
國
家
の
概
念
は
斯
の
如
く
に
し
て
幾
多
の
國
家
が
併
立
し
、
瓦
に
一
定
の
土
地
を
優
有
し

て
、
初
め
て
生
じ
た
る
も
の
で
あ
る
。
濁
逸
語
の
所
謂
冨
乱
9
鱒
萄
鼠
。
亀，
。

廓
§
霞
9
匿
及
ぴ
ζ
民
窃
鴨
－

肋
爵
は
何
れ
も
皆
、
此
新
し
い
撫
念
を
表
現
し
て
居
る
の
で
あ
る
㈹
。
乍
併
．
此
灘
に
於
七
東
洋
諸

國
、
殊
に
　
　
　
　
　
麗
き
は
西
洋
諸
國
工
り
早
く
1
而
も
　
　
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
轟
釜
塊

　
方
的
或
は
領
土
的
親
念
に
到
逮
し
た
　
　
　
　
幽
　
那
が
最
初
、
欧
羅
巴
人
に
封
す
る
治
外
法

　
穰
（
窪
憂
藁
o
ユ
轟
ε
　
を
認
め
す
、
職
敗
の
結
果
．
已
む
を
得
す
之
を
認
め
る
に
至
つ
た
ε
云
ふ
こ
ε

　
は
、
要
す
る
に
此
事
實
を
瞳
明
す
る
も
の
で
あ
る
．
蓋
し
當
時
、
西
洋
諸
國
に
於
て
も
亦
、
此
観
念

　
は
既
に
存
在
し
て
居
沈
の
で
あ
る
が
、
義
に
近
世
國
家
の
登
建
を
助
長
し
泥
る
封
建
制
度
の
内

　
部
に
潜
在
し
て
居
つ
た
所
の
氏
族
的
或
は
種
族
的
観
念
が
今
や
之
を
阻
害
す
る
に
至
つ
た
結

　
果
、
未
だ
確
乎
た
る
墓
礎
の
上
に
登
達
し
て
居
な
か
つ
た
の
で
あ
る
。
叉
我
國
の
如
き
は
元
楽
、

　
都
市
的
國
家
で
は
な
い
㈹
。
之
は
日
本
語
の
「
國
』
（
く
に
勾
璽
と
去
ふ
言
葉
が
地
域
㈹
、
或
は
都
市
に

　
封
す
る
地
方
即
ち
田
含
α
り
の
意
味
を
有
し
た
る
こ
ε
に
嬢
つ
て
も
明
臼
で
あ
る
。
兎
に
角
鴨
近

　
進
國
家
の
概
念
は
斯
の
如
く
地
方
的
或
は
領
土
的
と
爲
つ
た
の
で
あ
る
け
れ
ど
も
．
今
日
に
於

　
て
も
猶
ほ
古
代
の
同
種
的
観
念
の
徐
儘
が
残
存
し
て
居
な
い
ξ
は
謂
へ
な
い
の
で
あ
る
。
例



へ
ぱ
、
外
國
臨
化
宕
着
”
岳
鞍
9
》
の
問
題
の
如
き
は
そ
れ
で
あ
つ
て
、
今
日
、
我
國
を
初
め
瑞
西
、
佛
蘭

西
等
の
諸
國
は
、
何
れ
も
外
國
に
居
住
す
る
自
國
民
、
叉
は
其
國
に
於
て
出
生
し
ね
斯
の
自
國
民

の
子
に
封
し
て
、
本
人
の
意
思
に
反
し
且
當
該
外
國
の
要
求
を
拒
ん
で
も
出
奈
る
だ
δ
、
自
國
の

主
擢
を
保
持
せ
ん
と
し
て
居
る
の
で
あ
る
。
　
一
般
k
此
等
の
諸
國
は
或
る
一
定
の
條
件
ー
ー

痛
ね
兵
役
の
義
務
1
が
途
行
せ
ら
れ
な
け
れ
ぱ
外
國
闘
化
な
る
も
の
を
認
め
な
い
の
で
あ

る
。
墨
は
勿
論
古
飛
の
同
種
的
観
念
の
残
荏
し
て
居
る
こ
ε
を
鐙
明
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
乍

併
．
今
日
に
於
て
は
既
に
其
内
容
に
於
て
璽
化
を
來
レ
て
．
最
早
古
代
の
檬
に
氏
族
的
或
は
種
族

的
に
非
う
し
て
民
族
的
と
爲
つ
て
居
る
の
で
あ
る
。
而
も
外
國
蹄
化
が
一
般
に
兵
役
の
義
務

を
途
行
せ
な
け
れ
ぱ
認
め
ら
れ
な
い
¢
も
云
ふ
こ
ご
は
、
要
す
る
に
斯
の
如
き
同
種
的
観
念
窪
惰

す
る
所
の
ξ

　　　　　　　　　　　　　の

　　　　　　　　　　　　　で

　　　8　　　　　あ
　　　）　　　　　　　　　　　　　　　　　　
（15ド　（14）〔13》《12）肉

オ
逡
械
な
が
ら
軍
國
主
義
の
．
上
ヨ
負
顔
、
琶
裏
書
き
す
る
も

伽
ヨ
3
F
日
富
浮
一
3
8
9
窃
自
鱒
す
噛
マ
9
，

マ
冒
器
F
O
“
ご
参
憐
月
ぎ
轟
島
ヨ
o
』
o
ヨ
魯
の
葺
暮
3
ま
，
ド
（
静
》
島
。
y
塑
冨
堕

鼻
β
≦
簑
罫
導
孔
”
モ
9
酔
（
霊
ぴ
且
多
含
δ
浮
o
oo
暮
d
ぎ
に
0
6
0
5
鴇
3
謬
3
0
謬
蔓
o
噌
3
ぴ
．
雪
塁
o
惰
些
弓
憎
琴
，
簿
り
≧
一
讐
3
6

　
漏
田
徳
三
、
日
本
経
濟
史
論
坂
画
由
藏
諜
》
、
百
六
十
囚
頁
。

公
共
園
燈
邸
3
瞬
家
の
燦
念

四
三

世
國
家



　
　
　
　
公
共
團
臨
郎
ち
固
家
の
概
念
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
四

　
　
　
覇
『
ち
ば
の
か
づ
ぬ
を
見
轟
ば
、
も
若
ち
だ
る
や
に
に
も
見
ゆ
、
久
駕
の
ほ
も
見
ゆ
。
」
ー
古
事
記
、
中
．

　
　
　
燭
　
お
匡
き
み
の
ま
け
の
ま
に
ま
に
辱
ひ
電
さ
か
る
國
治
め
に
書
．
む
ら
鳥
の
朝
れ
ち
ゆ
け
ば
。
」

　
　
ー
1
萬
葉
集
」
十
置
o

　
そ
こ
で
私
は
．
近
．
世
國
家
の
概
念
が
上
述
の
如
く
地
方
的
或
は
領
土
的
で
あ
る
ピ
共
に
、
武
鐡

的
に
し
て
且
民
族
的
で
あ
る
こ
ピ
を
も
亦
説
明
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
蓋
し
》

　
　
主
義
的
　
・
　
　
．
　
　
　
　
こ
ε
セ
　
　
荒
　
　
　
魯
、
、
　
　
　
　
　
る
が
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ホ
メ
ぎ
も
き
き
き
ま
チ
ぎ
ヂ
リ
ま
ド

そ
れ
は
事
實
で
あ
る
カ
ら
女
何
ε
も
す
る
こ
ε
が
出
來
な
い
の
で
，
あ
徽
心助
。
即
ち
近
憧
國
家
の

建
設
者
だ
る
チ
か
U
ト
ン
民
族
が
羅
馬
帝
國
に
殺
到
し
た
當
時
は
、
何
れ
も
数
個
の
氏
族
よ
り
成

る
所
の
職
隊
宕
程
冨
民
で
あ
つ
た
。
而
も
彼
等
の
名
鰐
は
、
例
へ
ぱ
フ
ラ
ン
ク
人
の
寄
聾
犀
な
る

言
葉
が
「
職
士
を
意
味
し
、
叉
サ
ク
ソ
ン
人
の
ω
轟
畠
が
『
武
人
』
曾
募
§
三
を
、
ア
ラ
噌
ン
人
の
　
≧
弩
脚
彗

が
夷
秋
或
は
門
侵
入
者
』
を
意
味
し
π
る
様
，
に
、
何
れ
も
皆
軍
事
的
慧
味
を
有
し
て
至
く
人
種
的
意

味
を
有
せ
な
か
つ
た
働
．
彼
等
に
於
て
は
國
家
は
即
ち
載
隊
で
あ
つ
た
の
で
あ
る
働
。
成
る
程
．
羅

馬
も
亦
、
武
を
以
て
鳴
つ
た
。
乍
併
、
羅
馬
の
武
將
に
封
す
る
其
部
下
の
服
從
は
個
人
ε
し
て
の

武
將
に
封
す
る
よ
り
も
、
寧
ろ
羅
馬
家
族
制
度
の
家
父
権
を
取
り
入
れ
た
る
羅
馬
帝
國
に
封
す

る
服
從
で
あ
つ
だ
。
之
に
反
し
て
チ
昌
ー
ト
γ
民
族
に
於
け
る
武
將
ε
其
部
下
と
の
闘
係
は
全



然
個
人
的
服
從
の
關
係
セ
あ
つ
た
の
で
あ
る
。
勿
論
、
氏
族
的
或
は
種
族
的
因
襲
が
猶
ほ
依
然

と
し
て
存
在
し
て
居
つ
て
、
此
等
の
武
將
蚤
亦
種
族
的
王
號
を
倦
稚
し
π
。
乍
瑳
既
に
種
族
的

或
は
氏
族
的
合
同
が
行
は
れ
て
一
個
の
職
隊
を
成
し
た
る
以
上
、
其
主
長
た
る
者
は
血
族
的
關

係
よ
9
も
寧
ろ
個
人
的
能
力
に
因
つ
た
の
で
あ
る
。
而
し
て
此
等
の
主
長
の
切
望
し
た
る
所

も
亦
勢
、
種
族
的
或
は
氏
族
的
観
念
を
超
越
し
て
優
秀
な
る
個
人
を
出
來
る
だ
け
多
く
其
部
下

と
す
る
こ
ε
に
在
つ
セ
の
で
あ
る
。
兎
に
角
、
此
等
の
武
將
は
其
部
下
を
牽
ゐ
て
戦
争
を
事
ε

し
．
而
し
て
征
服
併
合
に
依
つ
て
廣
大
な
る
土
地
を
領
有
す
る
に
至
つ
て
軍
に
一
偏
の
武
辮
た

る
に
．
止
ら
す
、
更
に
政
治
家
的
素
質
を
蒙
ね
備
へ
る
に
至
つ
た
の
で
あ
る
㈹
。
　
『
職
翁
ハ
國
王
ヲ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
し
き
モ
も

生
ズ
』
と
は
實
に
此
事
を
云
つ
た
の
で
あ
る
。
斯
の
如
く
に
し
て
憩
，
國
翼
、
ど
総
て
畢
國

皆
兵
主
義
を
探
つ
て
、
國
　
膏
　
く
　
　
‘
，
泥
，
の
奢
る
。
英
國
の
如
き
飴
主
義
を
探
用
し

て
居
な
い
國
家
に
於
て
さ
へ
、
實
質
に
於
て
は
同
檬
で
あ
つ
て
．
英
國
皇
帝
は
今
同
の
欧
洲
大
磯

の
如
き
有
事
の
際
に
は
、
其
國
務
大
臣
を
遙
じ
て
全
國
の
男
子
を
動
員
す
る
の
権
利
を
保
留
し

て
居
る
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
近
世
國
家
の
墓
礎
た
る
軍
國
主
義
は
、
十
六
世
総
の
宗
敏
的
軋
櫟

の
激
烈
で
あ
つ
た
時
代
に
於
て
は
宗
激
の
爲
に
動
き
．
十
七
．
入
世
紀
の
重
商
主
義
の
盛
に
唱
道

せ
ら
れ
泥
る
時
代
に
於
て
は
商
業
の
爲
に
動
き
鋤
、
更
に
下
つ
て
十
九
慨
紐
の
資
本
主
義
的
大

　
　
　
　
塗
咲
国
難
即
ち
園
家
の
轍
禽
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
融
置



　
　
　
　
公
雛
艦
却
ち
翼
粥
の
辮
獄
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
六

翫
業
組
織
の
探
用
せ
ら
醜
π
時
代
や
於
て
は
海
外
投
費
．
製
逡
品
の
販
路
、
叉
は
原
料
の
供
総
地

た
る
農
業
的
植
民
地
の
獲
得
の
爲
に
動
い
た
の
で
あ
る
。
千
九
百
十
四
年
か
ら
十
入
傘
に
亘

つ
鬼
世
界
酌
戦
孚
を
勃
登
せ
し
め
た
る
濁
速
帝
國
は
其
典
型
で
あ
塁
の
ユ
讐
鷲

　
、
を
滅
し
乖
薯
－
嚢
轟
大
に
し
て
最
も
紐
縁
馨

　
　
　
　
　
　
　
　
．
　
　
　
塵
が
職
後
、
世
界
の
各
國
は
此
貼
に
於
て
漸
く
壁
醒
す
る
に
至

り
π
。
奨
結
果
．
國
際
聯
盟
に
於
て
軍
備
の
一
般
的
縮
小
を
考
究
ゆ
る
こ
と
ε
爲
墾
磯
叉
國
際

聯
盟
ε
併
行
し
て
米
國
大
統
領
ハ
U
デ
ィ
ン
グ
に
依
つ
て
招
請
せ
ら
れ
た
所
の
華
盛
頓
會
議
に

於
て
、
海
軍
々
備
縮
小
に
關
す
る
條
約
が
締
結
せ
ら
れ
て
、
其
一
竿
を
蜜
現
す
る
乙
と
ε
爲
つ
悦

の
で
あ
る
ロ
の
。

　
勘
　
智
多
♂
国
‘
潤
一
診
o
曙
o
軌
憎
o
一
一
藍
窃
（
争
鑑
い
隅
B
e
り
島
弓
’
二
嵩
亀

　
期
　
O
o
5
程
四
8
局
・
勢
リ
ビ
、
一
薯
鐘
g
O
霞
ヨ
昌
5
器
｝
考
』
S
直
寧

　
M
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｝
雷
詳
｝
匡
G
一
軸
（
口
監
寄
一
憲
h
肋
置
昌
為
竃
箆
自
o
〉
鴨
㎝
二
》
．
o
o
P

　
く

　
鋤
　
我
國
に
於
て
も
亦
鳩
大
に
之
に
類
似
し
て
居
る
も
の
が
あ
る
o
　
我
國
の
紀
元
が
果
し
て
四

　
く

暦
紀
元
何
年
に
相
當
し
て
居
る
か
ミ
云
ふ
こ
ミ
に
歴
史
家
の
間
に
於
て
蹴
論
の
塵
す
る
駈
で
あ

る
が
ぞ
れ
は
苑
も
角
ら
ミ
し
て
，
大
和
民
族
が
初
め
て
楽
往
し
鷲
る
欝
時
に
於
て
に
、
丁
度
チ
晶
憲

ト
y
民
族
の
糠
に
被
態
も
亦
若
干
の
筑
族
か
ら
成
吻
て
居
る
班
の
戦
隊
3
ー
或
學
者
に
之
を
以
て



　
　
血
族
駒
壇
盟
＆
り
成
竺
小
戦
艦
隊
．
、
芒
暑
倣
し
て
居
ゑ
雁
田
徳
、
噛
“
、
日
本
経
濟
典
論
．
坂
西
由

　
　
麟
鐸
、
十
山
ハ
頁
｝
ー
ー
で
あ
つ
糞
。
　
就
中
、
天
皇
氏
に
他
の
氏
族
に
比
し
て
最
も
慮
要
菰
る
地
位
か
肖
め

　
　
而
し
て
征
服
電
共
に
、
殊
に
之
が
結
果
れ
る
廣
大
な
る
土
地
の
獲
得
ピ
共
に
盆
々
其
権
力
々
擁
脹

　
　
し
《
、
絡
に
天
皇
氏
の
主
長
れ
る
天
皇
が
フ
ラ
ソ
〃
至
の
如
く
に
闘
王
ε
嬬
る
に
至
つ
血
の
で
あ

　
　
る
o
　
爾
ほ
此
事
に
就
い
て
に
後
に
詳
翫
す
る
こ
ε
に
ぜ
・
，
o

　
　
　
鋤
　
盟
“
一
聲
り
｝
一
f
居
も
置
『
凶
睾
o
軌
国
呂
『
．
一
＾
二
〇
ド
≦

　
　
　
く

　
　
　
司
　
　
q
詳
o
O
o
ぐ
皇
凶
き
o
鳴
鵠
5
『
帥
一
g
O
俺
裂
b
謡
o
塁
∪
》
二
肋
。
o
o
鳩
O
．

　
　
　
ロ

　
　
　
蘭
　
ギ
窪
蔓
『
g
蓋
睾
9
0
磐
4
。
寄
藷
凝
．
8
葬
置
ぎ
騎
昌
5
忌
コ
貯
鑑
o
ロ
o
h
2
箋
匙
）
旨
一
讐
黒
㎝
置
8
ら
簿
箋
鈎
象
麗
ざ
6
u
冨
．
・
・

　
　
か
鰹

　
次
に
近
．
世
國
家
の
瓶
念
が
民
族
的
で
あ
る
ε
云
ふ
こ
ε
で
あ
る
が
、
是
も
亦
チ
轟
1
ト
ン
民
族

物
種
族
葡
載
は
氏
族
的
親
念
か
ら
登
達
し
て
家
た
の
で
あ
み
㈲
。
勿
輪
、
古
代
希
臓
の
都
市
國
家
、

汲
が
蟹
馬
の
『
世
界
的
帝
國
一
も
亦
、
種
族
的
或
は
氏
族
的
観
念
か
ら
螢
蓮
し
ね
る
も
の
で
あ
る
け

偽
ぞ
協
、
賠
臓
及
び
羅
馬
に
於
て
は
種
族
叉
は
氏
族
の
合
同
が
或
は
個
々
狽
立
し
π
る
所
の
都

蒲
を
形
成
し
、
或
は
有
力
な
る
一
都
市
の
覇
構
の
下
に
糾
合
せ
ら
れ
セ
所
の
．
都
市
的
色
彩
を
有

彦
ゑ
糠
界
的
帝
國
を
建
設
し
泥
の
で
あ
る
。
貌
れ
に
し
て
も
都
市
的
観
念
を
全
然
脱
せ
な
か

つ
髭
。
之
に
反
し
て
チ
呂
薯
ト
ン
民
族
に
於
て
は
、
種
族
的
或
は
氏
族
的
親
念
は
希
騰
の
如
き
都

癒
刷
家
を
も
完
成
せ
な
け
軸
ぱ
．
叉
㊥
途
か
ら
髪
形
し
て
羅
馬
の
如
き
都
市
的
『
世
界
的
帝
國
を

　
　
　
　
公
共
繭
鶴
卿
劣
閥
家
の
梅
念
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
國
七



　
　
　
　
公
共
鳳
畿
郎
ち
國
家
の
概
念
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
八

も
建
設
せ
な
い
で
、
地
方
的
に
依
然
ε
し
て
彼
等
の
胸
底
深
く
潜
在
し
て
終
に
民
族
な
る
も
の

を
形
成
し
た
の
で
あ
ゐ
。
即
ち
彼
等
の
聞
に
於
け
る
種
族
或
は
氏
族
の
合
同
は
、
都
市
叉
は
都

市
の
集
合
に
依
て
到
底
到
達
す
る
こ
ε
の
出
來
な
い
民
族
的
階
段
に
到
達
し
た
の
で
あ
る
。

葦
し
紀
元
ξ
世
紀
頃
か
ら
チ
並
ー
ト
ソ
民
族
間
に
於
て
、
種
族
或
は
氏
族
の
合
同
が
行
は
れ
た
¢
の
。

あ
の
フ
ラ
ソ
ク
族
、
サ
ク
ン
．
ン
族
及
び
ア
ラ
呼
ン
族
の
如
き
は
、
何
鹸
も
皆
此
等
の
種
族
的
或
は

鑑
族
酌
合
同
で
あ
つ
た
の
で
あ
る
。
而
も
此
等
の
種
族
的
或
は
氏
族
的
合
同
が
何
れ
も
皆
戦

隊
で
あ
つ
た
ε
云
ム
ε
は
、
近
世
民
族
的
國
家
の
登
達
に
於
て
特
に
溢
意
す
ぺ
き
芝
で
あ
る
。

斯
の
如
く
に
し
て
從
來
の
種
族
的
主
長
た
る
躍
置
。
．
墓
昌
に
代
て
、
此
等
の
種
族
的
或
は
轟
族
的

合
同
の
統
帥
者
た
る
箒
糞
o
胆
な
る
も
の
が
現
は
れ
た
。
更
に
此
幕
曇
潟
騨
が
征
服
及
び
合
併
に

依
て
廣
大
な
る
土
地
を
獲
得
す
る
に
及
ん
で
、
將
來
民
族
的
生
活
の
核
心
だ
る
ぺ
き
國
王
曾
轟
》

ε
爲
つ
た
の
で
あ
る
。
而
し
て
領
土
に
封
し
て
焼
有
権
の
観
念
が
適
用
せ
ら
れ
る
ε
共
に
國

王
の
地
位
は
世
襲
的
ε
爲
て
、
絃
に
王
朝
言
o
轟
鼠
三
な
る
も
の
が
生
じ
π
の
で
あ
る
、
だ
か
ら

チ
昌
ー
ト
ン
民
族
が
種
族
的
階
段
か
ら
民
族
的
階
段
に
到
達
す
る
に
至
る
唆
で
、
一
時
、
公
共
團
膣

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
つ

即
ち
國
家
の
概
念
は
王
朝
で
あ
つ
泥
。
之
は
ル
イ
十
四
世
が
朕
ハ
國
家
ナ
リ
』
（
r
、
国
糞
ち
、
舅
B
＆

霊
傲
語
し
た
こ
ε
に
撫
つ
て
も
朋
自
な
る
所
で
あ
る
。
從
て
當
時
．
民
族
な
る
も
の
は
軍
に
王



朝
の
利
害
關
係
に
依
て
自
由
に
分
割
併
合
せ
ら
れ
π
の
で
あ
る
。
勿
論
、
斯
の
如
き
．
民
族
の
混

交
は
言
葉
の
混
交
を
來
し
、
而
し
て
絡
に
近
世
佛
蘭
西
に
於
て
見
る
が
如
き
最
も
複
雑
し
た
る

民
族
的
融
合
を
齎
し
た
の
で
あ
る
け
れ
ど
も
．
そ
れ
に
は
十
入
世
紀
の
末
葉
に
於
て
勃
駿
し
た

所
の
佛
蘭
西
革
命
が
大
な
る
決
定
的
影
響
を
及
し
セ
の
で
あ
る
。
此
革
命
に
依
つ
て
從
禦
の

世
襲
的
王
朝
の
墓
礎
が
動
揺
し
て
鐘
に
初
め
て
近
世
民
族
的
國
家
の
萌
芽
を
見
る
に
至
つ
た

の
で
あ
る
。
即
ち
氏
族
或
は
種
族
よ
う
も
一
層
廣
汎
塗
る
所
の
民
族
を
以
て
政
漕
的
團
醒
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
■

組
織
せ
ん
ε
す
る
蓮
動
－
私
共
は
之
を
民
族
主
義
2
隻
9
島
弩
と
謂
ふ
ー
ー
は
此
佛
蘭
西
箪

命
に
癸
し
て
十
九
世
紀
に
於
け
る
政
治
的
蓮
動
の
一
大
原
因
ε
爲
つ
沈
の
で
め
る
。
諺
弦
火

ハ
波
斯
人
ノ
間
昌
モ
亦
燃
ユ
』
ピ
あ
る
が
、
融
度
佛
蘭
西
革
命
に
曇
し
π
斯
の
、
熾
烈
な
る
民
族
主

義
は
絡
に
欧
洲
大
陸
を
席
捲
し
詫
。
伊
太
利
の
統
一
、
及
び
濁
逸
帝
國
の
建
設
は
其
結
果
で
あ

っ
た
。
而
し
て
旬
牙
利
及
び
愛
耳
蘭
に
於
け
る
民
族
的
蓮
動
囎
み
、
更
に
最
近
に
於
て
、
汎
ス
ラ
ザ

主
義
筍
導
色
建
置
旦
汎
狽
逸
主
義
筍
導
b
窪
ヨ
器
『
旦
及
ぴ
伊
太
利
の
イ
〃
レ
デ
ン
チ
ズ
ム
（
奪
包
窪
静
且

等
、
何
れ
も
皆
、
將
來
民
族
的
國
家
を
建
設
せ
ん
ε
す
る
所
の
前
影
で
あ
つ
た
の
で
あ
る
。
乍
併
．

此
等
の
民
族
的
蓮
動
は
決
し
て
順
調
に
進
捗
せ
な
か
つ
た
。
蓋
し
佛
蘭
西
革
命
に
依
つ
て
初

め
て
蓬
頭
し
て
來
た
所
の
民
族
主
義
は
先
づ
第
一
に
維
緬
會
議
に
於
て
反
動
的
、
王
朝
的
勢
力

　
　
　
公
共
團
鰻
節
ち
團
家
の
樵
念
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
圏
九



　
　
　
公
共
團
盤
即
ち
匪
家
の
撫
禽
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
玉
O

の
爲
に
殆
ど
揉
廟
せ
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
以
來
一
樋
組
に
亘
り
た
る
、
欧
洲
大
陸
に
於
け
る
民

族
的
動
描
こ
そ
、
如
何
に
不
自
然
に
各
民
族
が
維
納
會
議
に
塗
集
し
た
厨
の
帝
王
及
び
外
交
家

に
依
て
取
り
扱
は
れ
た
る
か
を
置
明
す
る
も
の
で
あ
る
。
の
み
な
ら
す
、
斯
の
如
き
試
練
の
、
下

に
於
風
民
族
主
義
は
更
に
十
九
世
鵜
の
後
孚
期
に
於
て
勃
興
し
た
所
の
資
本
主
義
的
帝
國
主

義
の
爲
に
籠
絡
せ
ら
れ
セ
。
そ
こ
で
民
族
主
義
は
シ
ェ
ル
ズ
が
言
つ
π
様
に
「
誇
大
妄
想
的
民
族

主
義
国
9
茜
亀
o
B
毘
零
蔀
9
蕃
房
導
薦
ピ
爲
つ
π
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
決
し
て
勉
の
民
族
を
顧
慮
せ

な
い
。
而
し
て
之
を
支
持
す
る
者
は
軍
閥
及
び
官
僚
．
資
本
家
及
ぴ
企
業
家
で
あ
つ
て
、
蔵
會
の

大
多
教
を
占
め
て
居
る
厨
の
勢
働
者
階
級
は
常
に
之
に
反
封
し
乾
の
で
あ
る
。
千
九
百
十
四

年
の
悲
劇
は
賓
に
斯
の
如
き
誇
大
妄
想
的
な
る
民
族
主
義
の
軋
礫
の
結
果
で
あ
つ
た
。
　
そ
れ

は
偶
、
汎
ス
ラ
ヅ
主
義
ε
汎
濁
迦
主
義
ε
の
出
會
織
π
る
巴
爾
幹
に
於
て
勃
毅
し
た
の
で
あ
る
。

そ
こ
で
、
巴
里
季
和
會
議
に
於
て
米
國
前
大
統
領
ク
、
ル
ス
ン
は
此
時
代
の
癌
腫
を
根
治
せ
ん
ε

し
で
、
國
際
聯
盟
ピ
云
ふ
メ
ス
を
以
て
之
に
臨
ん
だ
の
で
あ
る
。
勿
瓠
唄
其
効
果
に
就
い
て
は
未

だ
不
十
分
な
る
も
の
が
あ
る
が
、
乍
併
、
國
際
聯
盟
が
聯
盟
規
約
に
依
つ
て
兎
に
角
具
髄
化
し
起

霊
云
ム
こ
ε
だ
け
は
、
政
治
的
團
盟
ε
し
て
の
民
族
の
共
存
に
取
つ
て
新
時
代
を
劃
す
る
に
足

る
の
で
あ
る
働
。
　
斯
の
如
く
に
し
て
近
憧
民
族
的
國
家
は
巴
里
挙
和
會
議
を
出
曇
鮎
ε
し
て



漸
《
其
正
路
に
就
い
た
の
で
あ
る
。
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言
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冨
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器
島
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言
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℃
ラ
噂
砂
闘
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愛
耳
蘭
の
．
政
泊
上
，
吐
曾
上
及
ぴ
交
學
上
に
於
け
る
各
種
の
畏
族
的
運
動
は
平
九
首
五
年

　
　
に
続
一
ぜ
ら
れ
て
γ
ζ
フ
呂
イ
y
蓮
動
豆
邑
影
ぎ
蜜
o
ぎ
蓉
ヌ
ミ
駕
つ
顧
。
「
シ
ン
、
フ
＝
イ
こ
盟
ロ
冒
男
。
坤
鋤
）

　
　
霊
に
「
我
等
自
身
」
の
意
味
で
あ
る
。
　
而
し
て
此
運
動
に
ア
ー
サ
ー
ー
グ
リ
7
イ
ス
の
旬
牙
利
に
於
け

　
　
る
民
族
的
運
動
に
關
す
る
研
究
に
佼
つ
て
多
大
の
感
化
か
設
つ
六
の
で
あ
る
。
　
グ
Ψ
フ
イ
ス
に
，

　
　
如
何
な
る
欧
蜷
に
依
つ
て
飼
牙
利
が
塊
地
利
か
ら
其
自
由
を
廊
ち
得
れ
る
か
か
研
究
し
て
．
面
し

　
　
て
愛
轟
蘭
の
民
族
的
運
動
な
し
て
、
破
輿
的
で
敵
く
而
も
建
設
的
に
、
其
冒
的
を
蓮
成
ぜ
し
め
ん
ε

　
　
し
お
（
O
、
一
幽
品
葛
ぎ
潤
O
o
“
望
冒
ぎ
ぼ
）
。
是
は
千
九
百
二
十
一
年
の
下
牛
鶏
に
於
け
る
英
蘭
交
渉
に
捺

　
　
し
て
彼
の
執
り
喪
る
態
度
に
標
つ
て
も
亦
最
も
明
貞
菰
る
所
で
あ
る
。
』
い
↓
幕
宕
一
ξ
亀
聾
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罰
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デ
ヤ

　
之
を
要
す
る
に
．
近
世
の
民
族
的
、
武
断
的
．
及
び
地
方
的
或
は
旗
土
的
國
家
は
全
く
チ
晶
喜
ト
ン

民
族
の
移
動
1
ー
駈
謂
く
ひ
蒙
＝
養
一
含
聾
謂
；
ー
の
蕾
時
に
於
て
行
は
れ
た
湧
め
種
族
的
或
は
氏

　
　
　
　
公
薬
鱗
盤
即
ち
踊
家
の
機
念
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
至
一



　
　
　
公
共
醸
薩
無
ち
匪
巣
の
櫛
念
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
漣
二

族
的
合
同
よ
り
成
り
之
る
職
除
か
ら
螢
し
て
、
封
建
時
代
及
び
王
朝
峙
代
を
経
で
今
日
に
至
つ

た
砂
で
あ
る
。
而
も
封
建
制
度
は
近
世
國
家
の
嚢
達
に
向
つ
て
國
王
・
及
び
頷
土
の
観
念
を
與

へ
た
の
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
装
根
概
に
於
て
は
依
然
ピ
し
て
氏
族
的
或
は
種
族
的
観
念
を
失
は

な
か
つ
セ
。
　
だ
か
ら
、
血
族
的
關
係
よ
り
も
寧
ろ
個
人
的
能
力
を
匁
露
す
る
所
の
近
世
國
家
の

登
達
す
る
に
從
つ
風
襲
に
貴
献
し
た
る
封
建
制
度
は
今
や
大
な
る
障
硬
と
爲
つ
た
の
で
あ
る
。

英
蘭
を
除
く
の
外
．
欧
洲
諸
國
ー
ー
殊
に
猫
逸
、
蘇
格
蘭
及
び
佛
蘭
煽
に
於
て
は
、
之
が
爲
に
近
世

國
家
の
曇
逡
は
極
め
て
蓬
々
た
る
も
の
が
あ
つ
髭
。
佛
蘭
西
の
如
き
は
中
世
期
の
末
葉
、
否
『
奮

制
度
密
鼠
窪
尽
鷺
幕
｝
の
冗
解
に
至
る
2
で
も
．
猶
ほ
隊
洲
に
於
て
最
も
非
統
一
的
な
る
國
家
の
一

で
あ
つ
た
の
で
あ
る
㈹
、
佛
蘭
西
が
ル
イ
十
一
世
の
時
代
に
於
て
既
に
統
一
的
國
家
の
好
個
の

典
型
で
あ
つ
た
ε
云
は
れ
て
居
る
が
、
そ
れ
は
軍
に
中
央
集
櫨
的
で
あ
つ
て
、
而
も
統
刷
的
で
は

な
か
つ
た
。
中
央
集
橿
ε
．
統
鱒
と
は
別
個
の
問
題
で
あ
る
。
既
に
蓮
ペ
セ
様
に
、
西
洋
諸
國
が

東
洋
諸
國
よ
勢
も
後
れ
て
近
世
國
家
の
地
方
的
或
は
領
土
的
観
念
に
到
達
し
た
る
所
以
も
亦
、

全
く
封
建
制
度
が
此
等
の
諸
國
に
於
て
輩
固
な
る
地
盤
を
有
し
て
頑
張
に
近
世
國
家
に
封
す

る
障
磯
と
爲
つ
た
か
ら
で
あ
る
。
而
し
て
封
建
制
度
－
即
ち
氏
族
的
或
は
種
族
的
観
念
を

打
破
し
て
、
鍵
來
、
政
治
、
的
團
盤
の
墓
礎
た
る
べ
き
民
族
的
統
輔
の
親
念
を
助
長
し
ね
る
も
の
は



王
朝
で
あ
つ
た
。
葦
し
王
朝
は
封
建
制
度
ε
全
然
其
根
櫨
を
異
に
す
る
も
の
で
あ
つ
で
、
婁
ろ

近
世
民
族
的
國
家
の
前
提
と
し
て
、
否
其
の
核
心
ご
し
て
現
は
れ
た
の
で
あ
る
。
乍
併
、
王
朝
が

強
大
な
る
兵
力
を
擁
し
て
隆
盛
を
極
め
た
る
結
果
、
畿
達
し
た
所
の
所
電
大
國
主
義
』
（
9
。
器
ぎ
ξ
、

震
。
陰
協
言
ヨ
》
は
．
費
本
主
義
的
継
濟
組
織
に
依
つ
て
喚
起
せ
ら
れ
た
る
資
本
主
義
的
帝
國
主
義
と

共
に
、
前
に
其
統
一
を
助
長
し
陀
所
の
民
族
其
者
を
機
牲
に
供
す
る
に
至
つ
泥
。
だ
か
ら
奨
の

民
族
的
國
家
は
是
非
ε
も
自
由
ー
民
主
々
義
に
依
ら
な
け
れ
ぱ
な
ら
な
い
の
で
あ
る
⑳
。
歓

洲
大
載
後
、
世
界
の
．
各
國
は
漸
く
此
鮎
に
於
て
彌
醒
し
た
。
　
即
ち
彼
等
は
帝
國
主
義
に
封
し
て

自
由
主
義
を
、
叉
廓
制
政
治
に
封
し
て
民
圭
政
治
を
高
調
せ
し
め
て
、
以
て
興
の
民
族
的
國
家
の

建
設
、
及
ぴ
民
族
共
存
と
云
ふ
理
想
の
實
現
に
努
力
し
た
の
で
あ
る
。
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兎
に
角
、
欧
洲
に
於
け
る
近
世
國
家
の
登
達
は
斯
の
如
く
非
常
に
困
難
な
る
も
の
で
あ
つ
泥
。

今
日
、
私
共
が
伊
太
利
語
の
舞
ε
、
英
語
の
舞
9
．
佛
蘭
西
語
の
簿
警
及
び
猫
題
語
の
むo
仲
鍵
謄
に
就
ψ

て
見
て
も
、
之
を
知
る
こ
ビ
が
出
來
る
の
で
あ
る
o
幼
。
曲
等
の
言
葉
は
一
も
．
今
日
私
共
が
叛
世
國

　
　
　
　
公
洪
蘭
魑
卸
ち
四
家
の
概
念
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公
共
塵
膣
即
ち
凋
家
の
櫨
念
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
画

家
に
封
し
て
有
す
る
所
の
概
、
念
を
表
示
し
て
居
な
い
。
蓋
し
此
等
の
需
葉
が
羅
典
語
の
の
馨
藷

に
由
來
す
る
も
の
で
あ
つ
て
、
羅
典
語
の
器
嘗
ゆ
と
は
元
來
、
地
位
或
は
駅
態
を
意
曝
す
る
に
邊
ぎ

な
い
の
で
あ
る
。
從
つ
て
紀
元
五
世
紀
頃
の
羅
馬
人
に
於
て
さ
へ
、
公
共
團
騰
即
ち
國
家
を
意

味
す
る
場
合
に
は
特
に
肋
馨
諾
a
℃
忌
浮
田
な
る
文
句
を
用
ゐ
た
の
で
あ
る
。
然
る
に
ヂ
ュ
ー
ト

ソ
民
族
が
唯
・
器
富
な
る
言
棄
の
み
を
借
用
し
た
ε
云
ふ
皐
實
は
、
彼
等
が
當
時
．
明
確
に
其
意

味
を
了
解
し
て
居
な
か
つ
た
こ
と
を
鐙
明
ず
る
も
の
で
あ
ら
う
。
或
は
叉
、
最
初
に
此
言
葉
を

借
用
の
た
る
伊
太
利
人
は
當
時
の
混
沌
た
る
伊
太
利
の
政
治
的
生
活
に
鑑
み
て
．
王
國
で
あ
れ

共
和
國
で
あ
れ
、
大
國
で
あ
れ
小
國
で
あ
れ
．
又
都
市
國
家
で
あ
れ
地
方
的
國
家
で
あ
れ
．
兎
に
角

政
治
的
地
位
、
即
ち
罐
力
及
び
之
に
封
す
る
服
從
の
關
係
に
在
る
瓶
態
を
意
味
す
る
も
の
ε
し

て
、
一
〇
・
富
ぎ
ε
云
ふ
「
全
ク
撫
色
ナ
ル
言
葉
秀
ぎ
鳴
9
幹
ヨ
9
窪
↓
巽
ヨ
置
量
働
を
朗
ゐ
沈
の
か
も
知
れ

な
い
。
　
そ
れ
が
十
六
、
七
縫
紀
の
頃
に
至
つ
て
、
英
、
佛
、
濁
の
諸
國
に
於
て
夫
々
　
垂
5
傷
馨
　
及
び

讐
轟
紳
な
る
書
葉
が
現
は
れ
た
の
で
あ
る
。
軌
れ
に
し
て
も
此
等
の
言
葉
其
者
に
於
て
は
何
等

近
憧
國
家
の
概
念
を
表
示
し
て
居
塗
い
。
否
ぞ
れ
だ
け
近
世
民
族
的
國
家
の
駿
達
が
複
雑
を

極
め
琵
の
で
あ
る
。
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